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今年もコロナ禍で収束の兆しは見えてきたもの

の、今冬はインフルエンザと同時流行の第 8波が

予想され予断を許さない状況が続いています。そ

んな中傷害事故は減ってきたものの賠償事故は激

増し賠償保険適用額が２１０万超となっていま

す。今一度基本に立ち返って作業を行う事が求め

られます。今冬もラニーニャ現象の影響で厳寒が 

予想されていますので安全運転に心掛けて下さい。 

 

 

《傷害事故５件発生》 
① 小学校での奉仕作業後軽トラに脚立を乗せる際に 

脚立の先端が隣に駐車中の軽自動車のフェンダーを破損した。 
（賠償額：14.1 万）⇒広い場所へ移動してから脚立を積込むよう指導した。 

② 県道沿いを除草作業中飛び石で信号待ちの軽自動車の助手席側の窓ガラスを破損した。 
（賠償額：28.7 万）⇒除草作業時は、防護ネットを使用するよう指導した。 

③ 県道沿いの空き地をハンマーで除草作業中、飛び石で通行中の車のボディーを破損した。

（賠償額：18.4 万）⇒ハンマー作業時は防護ネットを使用するよう指導した。 
④ ショッピングセンター敷地内を除草作業中、施設の裏出口のサッシガラスを破損した。 

（賠償額：10.9 万）⇒除草作業時は、防護ネットを使用するよう指導した。 
⑤ 水源地を除草中、ポンプ作動用の電線ケーブルを破損した。 

（賠償額：5.5 千円）⇒ポンプの設置が狭い場所なので刈り払い機でなく鎌等で作業す 
るよう指導した。 

 

 

今年も剪定安全就業パトロールを行いました。 
① ヘルメットの完全着用と適正な作業服・履物の着装 
② 脚立(三脚)、梯子の適切な設置  
③高い所での作業姿勢 等が安全パトロールのポイントとなります。 

 

 

交通安全マナー研修が、11 月１６日(水)三重県交通安全研修センター（津市）で行われ、９名の方が参

加されました。交通安全研修に何十年ぶりかに参加しましたが、40 年前に覚えた「認知・判断・操作」 

の 3原則は今でも重視されていました。実際実技及び判断操作ではあの当時の自分の動きとは随分遅くな

っていると感じました。判断操作が遅くなっている分速度を落として運転しなければと肝に銘じこれから

も安全運転を心掛けます。（小西員弁業務担当談） 

いなべ市シルバー人材センター 安全適正委員会 

ｼﾙﾊﾞｰ事業 
9～11月 

発生分 
年度累計 

前年同期 
発 生 分 

傷害事故 ０ ２ ２ 

賠償事故 ５ １５ ０ 

その他事故 ０ ２ ０ 

計 ５ １９ ２ 

会員就労先（訪問先） 北勢（個人宅） 員弁（個人宅） 大安（個人宅） 藤原（個人宅） 

パトロール実施日 １１月１１日（金） １２月１日（木） １１月 30 日（水） １１月１８日（金） 

剪定安全就業パトロールの実施報告 

 いなべ市シルバースローガン 

守ること しっかり守って 怪我はなし 

 令和４年 12 月号（毎年 3・6・9・12 月発行） 

事故報告 （9 月～11 月事故発生状況 ） 

交通安全マナー研修 ◆ 交通安全のすすめ ◆ 


